
独立行政法人評価委員会による業務の実績に
関する評価（S～Fの5段階評価）

活動指標及び
活動実績

（アウトプット）

※運営費交付金において複数の事業を実施していおり、各事業毎、横
断的かつ複雑に関連しているため、単位当たりのコストを求めることは
馴染まない。

単位当たり
コスト

算出根拠

100

活動指標

(92)
【施設費交付事業】施設費交付実績

20年度 21年度

事業

達成度 S～Fの5段階評価

活動実績

（当初見込
み）

93 100

単位

成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

成果実績

平
成
2
3
・
2
4
年
度
予
算
内
訳 計 393百万円 351百万円

393百万円 351百万円 ※業務運営の効率化等による減

費　目 23年度当初予算 24年度要求 主な増減理由

(90)

（独）国立大学財務・経
営センター運営費交付
金

22年度 23年度活動見込

22年度
目標値

（23年度）

-S～F
S＝１
A＝18
B＝１

S＝２
A＝14
B＝２

S＝１
A＝15
B＝２

21年度単位

執行額 496

成果指標 20年度

執行率（％） 100% 100% 100%

482 455

0

393 351

0

当初予算 496 455

23年度

393 351

24年度要求

繰越し等 0 0 0

482

22年度

0

455

20年度 21年度

補正予算 0 0
予
算
の
状
況

482

計 496

○文部科学省の施設整備等に関する計画に基づき、国立大学法人等に対し、施設整備等に必要な資金の貸付及び貸付金債権
の回収を行う。
○国立大学財務・経営センターが国から承継した国立学校特別会計の債務及び利息について、附属病院を有する国立大学法人
から負担金をとりまとめ、償還を行う。
○文部科学省の施設整備等に関する計画に基づき、国立大学法人等に対し、国立大学の施設整備等に必要な資金の交付を行
う。
○施設費交付事業等の財源に充てるため、国立大学財務・経営センターが国から承継した旧特定学校財産の処分促進に努め
る。
○国立大学法人等の適切な財産管理等に資するため、情報提供・相談の実施及び研究協議会の開催などの協力・助言を行う。
○国立大学法人等の財務及び経営の改善に資するため、高等教育財政に関連する内外の諸問題の調査研究、国立大学法人等
の財務・経営に関する資料の収集分析等を実施し、これら調査研究の実施により生じた成果について、国立大学法人等へ広く普
及を図る。
○国立大学法人等の財務・経営の改善について、情報提供や経営相談などの協力・助言を行う。

根拠法令
（具体的な

条項も記載）

独立行政法人国立大学財務・経営センター法
（平成１５年７月１６日法律第１１５号）

関係する計画、
通知等

・第２期中期目標（平成21年2月16日文部科学大臣指示）
・第２期中期計画（平成21年3月30日文部科学大臣認可）

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　□補助　　　　　　□貸付　　　　　　　■その他

予算額・
執行額

（単位:百万円）

会計区分 一般会計 施策名 Ⅳ-１．大学などにおける教育研究の質の向上

事業の目的
（目指す姿を
簡潔に。3行程

度以内）

　国立大学法人、大学共同利用機関法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構（以下「国立大学法人等」という。）の施設の
整備等に必要な資金の貸付け及び交付並びに国立大学法人等の財務及び経営に関する調査及び研究、その他の業務を行うこ
とにより、国立大学法人等の教育研究環境の整備充実並びに財務及び経営の改善を図り、もって国立大学法人等における教育
研究の振興に資することを目的とする。

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

事業番号 0159
　　　　　　　　　　　　平成２３年行政事業レビューシート　　　　(文部科学省)

作成責任者

事業開始・
終了(予定）年度 事業開始年度：平成16年度 担当課室 国立大学法人支援課

国立大学法人支援課長
芦立　訓

事業名
独立行政法人国立大学財務・経営センター

運営費交付金に必要な経費
担当部局庁 高等教育局

【施設費貸付事業】施設費貸付実績
活動実績

（当初見込
み）

事業
80 87 74

(77) (62)



○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

資
金
の
流
れ

、
費
目
・

使
途

事業所管部局による点検

目
的
・
予
算
の

状
況

○ 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

○ 支出先の選定は妥当か。競争性が確保されているか。

－ 単位あたりコストの削減に努めているか。その水準は妥当か。

○

特記事項

　「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22年12月７日閣議決定）を踏まえた「高等教育に係る財政及び国立大学法人等の財務・
経営に関する調査及び研究事業」の廃止等により、概算要求に▲86百万円反映した。
　また、契約については、契約状況の点検及び見直し結果や契約情報を適宜公表しているほか、公募を行う場合は公募要領の提示、当センターの
ホームページへの掲載、審査基準の競争参加者への配布などを行っており、このような競争性・透明性の確保に関する取組を引き続き行っていく。

補記　（過去に事業仕分け・公開プロセス等の対象となっている場合はその結果も記載）

○事業仕分け第2弾
　事業番号：B-19　事業名：施設費貸付事業等
　(1)施設費貸付事業
　(2)承継債務償還
　　　【WGの評価結果】　当該事業は廃止。ファイナンスに関し、各大学の自立化を促進
　　　【とりまとめコメント】　施設費貸付事業及び承継債務償還については、12名中、8名が当該事業の廃止であるので、これを結論とする。なお、ガバナンスの強化が3名、
　　　　　　　　　　　　　　　事業主体の一元化が2名であった。国立大学については、各大学が自立していくことが重要であり、独自のファイナンスをする方式にできるだけ早く
　　　　　　　　　　　　　　　改めていくべきではないか。基本的には、民間金融機関で対応できるように国としてもバックアップをするなど、改善をしていただきたい。
　(3)施設費交付事業、旧特定学校財産の管理処分、財産管理・処分・有効活用に関する協力・助言
　　　【WGの評価結果】　当該事業は廃止。不要資産の国庫返納
　　　【とりまとめコメント】　施設費交付事業、旧特定学校財産の管理処分及び財産管理・処分・有効活用に関する協力助言については、12名中、8名が当該事業の廃止という
　　　　　　　　　　　　　　　　意見であり、これを結論とする。なお、一般会計で行い必要な予算措置を行った方が適切という意見もあった。また、不要資産の国庫返納、仮に
　　　　　　　　　　　　　　　　新たな制度で対応する場合にはガバナンスの強化も併せて行っていただきたい。
　(4)高等教育に係る財政及び国立大学法人等の財務・経営に関する調査及び研究
　(5)経営相談事業（財務・経営の改善に資する助言等）
　　　【WGの評価結果】　事業の廃止。各大学において民間のコンサルタントの活用。
　　　【とりまとめコメント】　高等教育に係る財政及び国立大学法人等の財務・経営に関する調査及び研究及び経営相談事業（財務・経営の改善に資する助言等）については、
　　　　　　　　　　　　　　　　当該事業の廃止が12名中11名であり、これを結論とする。ガバナンスの強化を求める意見も付されている。現状では、経営の相談は職員が対応して
　　　　　　　　　　　　　　　　おり、専門家が対応しているわけではない。各大学が民間のコンサルタントを利用すべきである。
　(6)学術総合センター・講堂・会議室等の管理運営
　　　【WGの評価結果】　事業の廃止。自治体・民間に任せることを含め、早急に結論をまとめる。
　　　【とりまとめコメント】　学術総合センター・講堂・会議室等の管理運営費については、意見が分かれた。当該事業の廃止が5名、自治体・民間の判断任せるが4名だが、
　　　　　　　　　　　　　　　　WGの結論は廃止とする。これを踏まえて、自治体・民間に任せることも含め、早めに結論を出してほしい。

　事業番号：B-22　事業名：東京事務所・施設の運営
　(3)東京連絡所の運営
　　　【WGの評価結果】　当該法人が実施するが、事業規模は縮減。会議室等の共用化を進める。
　　　【とりまとめコメント】　物質・材料研究機構東京会議室の運営、大学評価・学位授与機構竹橋オフィスの運営、国立大学財務・経営センター東京連絡所の運営については、
　　　　　　　　　　　　　　　　当該事業の廃止（3名）、本部に戻すといの意見もあったが少数であり、当該法人が実施するが、事業規模は縮減が9名であった。結論としては、会議室等
　　　　　　　　　　　　　　　　の共用化を進めていただきたい。それに当たっては、学術総合センターの1、2階部分の共用化なども含めて、検討いただきたい。

　事業番号：B-23　事業名：大学情報提供事業
　(4)財務・経営の改善に資する情報提供事業のうち大学情報提供事業（国立大学法人経営ハンドブック等）
　　　【WGの評価結果】　事業の廃止。ゼロベースで厳しく見直し。
　　　【とりまとめコメント】　評価者の意見の大半は、一旦事業を廃止し、ゼロベースで厳しく見直し、この仕分けの議論を踏まえた上で、民間に任せられるものは民間で、真に必要
　　　　　　　　　　　　　　　　ものは個々に手法・規模等を精査し、当該法人で再構築するというもの。これを当WGの意見とする。

○独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)への対応
　　・廃止するとされた「財産管理・処分・有効活用に関する協力・助言」については、平成22年度限りで廃止とし、平成23年度予算に関連予算を計上していない。
　　・廃止するとされた「財務・経営の改善に資するための情報提供、協力・助言」については、平成22年度限りで廃止とし、平成23年度予算に関連予算を計上していない。

予算監視・効率化チームの所見

一部改善

１．事業評価の観点 ： この事業は、国立大学・財務経営センターの行う業務の一部に充てるため、運営費交付金を交付する事業で
あり、効率化及び契約・執行手続きの観点から検証を行う。

２．所　　　　　見 ：これまで、業務運営の効率化に努めてきたことは評価できるが、引き続き事業内容を精査し、業務の効率化を行う
べきである。
　また、競争参加条件等のより一層の見直しを図るなど、契約の競争性、公平性、透明性を確保すべきである。

－ 類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担となっているか

○ 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

点
検
結
果

・独立行政法人通則法に基づき、本法人の事業の実施状況については、独立行政法人評価委員会による評価を毎年行っており、平成22年
度の評価結果は全体的に良好となっている。引き続き、事業の適正な実施に努めることとしている。
・法人内の経費執行においては、競争参加条件等の一層の見直しを図り、一般競争入札等による契約を原則とし、契約の適正化に努めて
いる。（H22　一般競争入札：９件、随意契約：２件）
・平成23年度においては、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22年12月7日閣議決定）を踏まえ、事業の廃止（財務経
営に関する協力・助言等）や業務効率化を図り、予算を縮減している。

活
動
実
績

、
成
果
実
績

○ 他の手段と比較して実効性の高い手段となっているか。

○ 活動実績は見込みに見合ったものであるか。

－ 適切な成果目標を立て、その達成度は着実に向上しているか。

受益者との負担関係は妥当であるか。

評 価 項　　　目

○ 広く国民のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

○
国が実施すべき事業であるか。地方自治体、民間等に委ねるべき事業
ではないか。

－ 不用率が大きい場合は、その理由を把握しているか。

上記の予算監視・効率化チームの所見を踏まえた改善点（概算要求における反映状況等）



資金の流れ
（資金の受け
取り先が何を
行っているか
について補足
する）（単

位：百万円）

文部科学省
455百万円

独立行政法人国立大学財務・経営セン
ターに対し、その業務の財源に充てるた

めに必要な金額を交付

【A】

【B】 【C】 【D】

国立大学法人等に対する施設整備の
ための資金の貸付及び交付等の事業

国立大学法人の財務・経営に関する調
査研究、協力・助言等

管理部門に係る経費及びその他の共通
的な経費

【B-1】 【B-2】

【D-1】 【D-2】 【D-3】 【D-4】

〔交付〕

広島大学本部地区跡地構内緑
地管理

〔委託・一般競争〕 〔委託・一般競争〕

債券発行に係る格付費用

〔委託・一般競争〕 〔委託・一般競争〕 〔委託・一般競争〕 〔委託・一般競争〕

国立大学法人等に対する
施設費貸付事業及び交付事業

81百万円

国立大学法人等に対する
財務経営支援事業

147百万円

法人共通
175百万円

学術総合センター庁舎清掃業
務

財務会計システムパッケージサ
ポート

法人監査業務

㈱有斐園
2百万円

㈱格付投資情報センター
2百万円

㈱日経サービス
4百万円

東京ビジネスサービス㈱
17百万円

富士通㈱
4百万円

有限責任あずさ監査法人
7百万円

（独）国立大学財務・経営センター
457百万円

※国費投入額と総事業との差額
は、自己収入である。

学術総合センター建物管理業
務



0

外部委託 業務委託、保守費

計 175 計

退職手当 退職手当 8

33

人件費
役員及び管理部門の常勤職員の給
与、法定福利費

80

物件費
非常勤人件費、賃借料、水道光熱
費、消耗品費　など

54

D.法人共通

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 147 計 0

物件費 非常勤人件費、消耗品費　など 47

退職手当 上記事業に係る常勤職員の退職手当 1

使　途
金　額

(百万円）

人件費
上記事業に係る常勤職員の給与、法
定福利費

99

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目

0

C.国立大学法人等に対する
財務経営支援事業

計 81 計

退職手当 上記事業に係る常勤職員の退職手当

外部委託 業務委託、格付費用 3

3

人件費
上記事業に係る常勤職員の給与、法
定福利費

61

物件費 非常勤人件費、消耗品費　など 14

B.国立大学法人等に対する
施設費貸付及び交付事業

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 457 計 0

事業費
物件費

非常勤人件費、業務委託、格付費
用、保守費、消耗品費　など

事業費
退職手当

退職手当 3

90

役員及び管理部門の常勤職員の給
与、法定福利費

93

一般管理費
物件費

非常勤人件費、業務委託、賃借料、
水道光熱費、消耗品費　など

101

費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロッ
クごとに最大の
金額が支出され
ている者につい
て記載する。費
目と使途の双方
で実情が分かる

ように記載）

A.独立行政法人国立大学財務・経営センター

事業費
人件費

事業部門に係る常勤職員の給与、法
定福利費

170

使　途
金　額

(百万円）

一般管理費
人件費

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目



0計 0 計

使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

費　目

0計 0 計

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

0計 2 計

使　途
金　額

(百万円）

業務委託費 債券発行に係る格付費用 2

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目

0

B-2.㈱格付投資情報センター

計 2 計

費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロッ
クごとに最大の
金額が支出され
ている者につい
て記載する。費
目と使途の双方
で実情が分かる

ように記載）

B-1.有斐園

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目

金　額
(百万円）

業務委託費
広島大学本部地区跡地構内緑地管
理

2

使　途



0計 7 計

業務委託費 法人監査業務 7

D-4.有限責任あずさ監査法人

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 4 計 0

使　途
金　額

(百万円）

保守費 財務会計システムパッケージサポート 4

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目

0

D-3.富士通㈱

計 17 計

業務委託費 学術総合センター建物管理業務 17

D-2.東京ビジネスサービス㈱

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 4 計

金　額
(百万円）

費　目

費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロッ
クごとに最大の
金額が支出され
ている者につい
て記載する。費
目と使途の双方
で実情が分かる

ように記載）

D-1.日経サービス

費　目 使　途
金　額

(百万円）

学術総合センター庁舎清掃業務業務委託費

0

使　途

4



支出先上位１０者リスト
A. ※交付金

B.

D.

※学術総合センターの管理業務等については、国立情報学研究所が実施しており、D-1及びD-2に係る入札等についても、国立情報学研究所が実施している。

1 100%4 富士通㈱ 財務会計システムパッケージサポート 4

入札者数 落札率

2 86.4%

1 93.7%

企画競争 -

3 （株）日経サービス 学術総合センター庁舎清掃業務 4

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1
独立行政法人国立大学
財務・経営センター

本法人が行う業務運営 455 - -

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

1 （株）有斐園

2 ㈱格付投資情報センター 債券発行に係る格付費用 2 企画競争 -

広島大学本部地区跡地構内緑地管理 2 2 94.6%

入札者数 落札率支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

1 東京ビジネスサービス㈱ 学術総合センター建物管理業務 17

2 有限責任あずさ監査法人 法人監査業務 7


